
平成２６年度 司法試験 選択科目－知的財産法 第２問 
                                  小松・山崎 

【第２問】（配点：５０） 

Ａは，見た人が住居とは思えないような，奇抜な家に住みたいと考え，Ｂとの間で設計請負契約を

締結し，Ｂは，同契約に基づいて，斬新なデザインを考えつき，これを記した設計図αを作成した。

しかしながら，請負代金をめぐってＡとＢの関係がうまくいかなくなったため，当該契約は解除され

た。その際，Ａは，Ｂから渡された設計図αをＢに返却したが，返却前にＢに無断でそのコピーを取

っていた。また，Ｂは，設計図αに設計者としてＢの氏名を記載していたが，設計図αはＡとＢ以外

には知られていなかったため，Ａは，そのコピー上のＢの氏名を抹消して自分の氏名を記載した。 

その後，Ａは，複数の建築業者に対して，Ａがコピーした設計図αを，自分が作成したものと偽っ

て見せた。その上で，Ａは，それらの建築業者の中からＣを選んでその建築を依頼し，Ｃは，これに

従ってＡの住居（以下「Ａ住居」という。）を建築した。Ａ住居は，そのデザインの斬新さが評判と

なって，路上から見物する人が絶えなかった。Ａは，Ａ住居に住み始めてから数年後に別の土地に転

居しなければならなくなったため，不動産業者を介して，これをＤに売却した。 

Ｄは，自分の住居であるＡ住居が注目されることには満足していたが，その玄関が余りに派手過ぎ

ると感じたため，これをやや地味な印象を与えるように改築した。 

以上の事実関係を前提として，以下の設問に答えよ。 

〔設問〕 

１．Ｂは，Ａに対してどのような請求をすることができるか。 

２．Ｂは，Ｄに対してどのような請求をすることができるか。 

３．Ｅは，Ａ住居に興味を持ち，Ｄに無断で写真撮影した。そして，その写真に基づいて，Ａ住居の

ミニチュアを多数製作し，これを販売している。 

Ｂは，Ｅに対して，著作権に基づき，Ａ住居のミニチュアの製作販売の差止めを請求するために，

どのような主張をすることができるか。 

これに対して，Ｅは，どのような主張をすることができるか。 

     （法務省ＨＰから引用 http://www.moj.go.jp/content/000123135.pdf）  
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第１ 設問１（ＢとＡの関係）について 1 

１ 設計図αに係る著作権，著作者人格権侵害を理由とする請求 2 

(1) Ｂが作成した設計図αの著作物性が認められれば，Ａの，①設計図αをコピーした3 

行為は複製権侵害（２０条１項），②同コピーのＢの氏名を抹消し，自らの氏名を記4 

入したうえ，複数の建築業者に見せた行為は公表権侵害（１８条１項）及び氏名表示5 

権侵害（１９条１項）となり，Ｂは，Ａに対し，損害賠償請求（１１４条，民法７０6 

９条）及びコピーした設計図の廃棄請求（１１２条２項）をすることができる。そこ7 

で，設計図αの著作物性が問題となる。 8 

(2) 設計図は，「学術的な性質を有する図面」（１０条１項６号）として著作物性が認め9 

られ得るが，創作性をどの要素に基づいて判断するかが問題となる。 10 

この点，対象物自体の設計思想はアイディアに過ぎないとし，設計図の創作性は，11 

作図上の表記の仕方の創意・工夫の有無のみで判断する見解がある。 12 

しかし，設計図は，確立した共通の作図法に従って表現されるのが通常であり，作13 

図の仕方に創意・工夫があるとして創作性が認められることは希である。そのため，14 

上記見解では，著作物の例示として「図面」を規定した１０条１項６号が無意味とな15 

るし，設計図の模倣を自由に認めることとなり不都合でもある。 16 

そもそも設計対象物自体が有する形状や寸法，色彩等を反映した表現も，設計思想17 

（アイディア）から派生したものであり，ここに著作権法が保護範囲とする具体的な18 

表現行為を読み込むことができる。 19 

したがって，設計図の創作性は，作図上の表記の仕方の創意・工夫のみならず，対20 

象物自体の設計思想をも加味して判断するべきである。 21 

(3) 以上を本問についてみるに，設計図αは，斬新なデザインの建築物を内容とする22 

ものであり，また，後述のとおり当該建築物そのものに著作物性も認められるから，23 

・中山６１頁以下 

・高林５９頁以下 

・本文の反対説として，

田村９３頁以下，百選第

４版９事件など。 
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作図の仕方の工夫を論じるまでもなく，著作物と認められる。 1 

(4) よって，Ｂは，Ａに対し，設計図αに係る複製権，公表権及び氏名表示権侵害を2 

理由に，損害賠償を請求することができる。また，侵害行為組成品として，コピーし3 

た設計図αの廃棄を請求することができる。 4 

２ 建築の著作物に係る著作権侵害を理由とする請求 5 

(1) Ｂは著作物性のある設計図αを作成しただけであるが，「建築に関する図面に従っ6 

て建築物を完成すること」も，「建築の著作物」（１０条１項５号）の複製とされてい7 

る（２条１項１５号ロ）。そのため，設計図α記載の住居が「建築の著作物」に該当8 

すれば，Ａ住居を建築させたＡの行為は複製権侵害となる（２１条。共同不法行為）。9 

また，不動産業者を介してＡ住居をＤに売却したＡの行為は譲渡権侵害となり（２６10 

条の２第１項），いずれの行為も損害賠償請求の対象となる。そこで，設計図α記載11 

の住居が建築の著作物にあたるか問題となる。 12 

(2) 住居につき，通常の著作物と同じくその保護範囲を広くすると，後続する住居の13 

多くが複製権侵害となってしまい大きな社会的損失となる。 14 

そこで，一般の住居の場合，著作物性の要件である創作性ないし「文芸、学術、美15 

術又は音楽の範囲に属するもの」（２条１項１号）を充足するには，純粋美術と同視し16 

うること，すなわち，実用性や機能性から離れ，独立して美的鑑賞の対象となること17 

が必要と解される。 18 

(3) 以上を本問についてみるに，設計図α記載の住居は，斬新なデザインであり，そ19 

の複製物であるＡ住居もそのデザインの斬新さが評判となって，路上から見物する人20 

が絶えなかったものである。 21 

  したがって，設計図α記載の住居は，独立して美的鑑賞の対象となるものとして，22 

創作性及び「文芸…に属するもの」の要件を充足し，建築の著作物に該当する。 23 

・加戸１２１頁以下 

・中山７５頁以下 

・高林５４頁以下 

・百選第４版７事件 
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(4) よって，Ｂは，Ａに対し，設計図α記載の住居に係る複製権・譲渡権侵害を理由1 

に損害賠償を請求することができる（民法７２０条１項，７０９条）。なお，Ａ住居2 

は，既に建築され，またＤへの販売が完了しているため，差止請求及び廃棄請求（１3 

１２条）は認められないと考える。 4 

第２ 設問２（ＢとＤの関係）について 5 

１ Ａ住居は設計図α記載の住居の複製物であり，これを改築するＤの行為は，Ａ住居6 

に係るＢの同一性保持権（２０条１項）を侵害し得る。もっとも，建築物の同一性保7 

持権は「改築」には及ばないため（２０条２項２号），Ｄの行為は，同一性保持権侵8 

害とならないのではないか問題となる。 9 

２ ２０条２項２号が建築物の「改築」に同一性保持権が及ばないとした趣旨は，建築10 

物の多くは実用目的で製作されるものであり，その所有者・利用者の経済的利用権を11 

調整するべく，一定の範囲で著作者の権利を制限するという点にある。 12 

かかる趣旨からして，「改築」にあたるのは実用目的の改築に限られ，個人的な嗜好13 

に基づく恣意的な改変は，「改築」に該当しないと解される。 14 

３ 以上を本問について見るに，Ｄは，玄関が余りに派手過ぎると感じたため，これを15 

やや地味な印象を与えるようにするため改築したものであり，かかるＤの行為は，実16 

用目的というより，美的な価値の観点からの個人の嗜好の類によるものである。 17 

したがって，Ｄの行為は，「改築」に該当せず，Ｂの同一性保持権を侵害する。 18 

４ よって，Ｄは，Ｂに対し，同一性保持権侵害を理由に損害賠償を請求することがで19 

きる。他方，既に侵害行為である改築行為は完了しており差止請求（１１２条１項）20 

は認められず，また，経済的損失が大きいため，Ａ住居の廃棄請求は認められないと21 

解する。もっとも，「必要な措置」（１１２条２項）として，改築前への原状回復は，22 

請求することができると解される。 23 

・加戸１７４頁以下 

・中山３９９頁以下 

・田村４４７頁以下 

・百選第４版８３事件 

  

 

 

・加戸６４４頁以下 
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第３ 設問３（ＢとＥの関係）について 1 

１ Ｂの主張及びＥの反論 2 

Ａ住居は，設計図α記載の住居の複製物であり，Ｂは，Ａ住居につき，複製権（２3 

０条１項）及び譲渡権（２６条の２第１項）を有する。そのため，Ｂとしては，Ａ住4 

居のミニチュアを制作し，販売するＥの行為はＡ住居に係る複製権・譲渡権を侵害す5 

る行為であると主張することができる。 6 

これに対し，Ｅとしては，Ａ住居は４６条２号の「建築の著作物」であり，それと7 

は区別されている同４号の「美術の著作物」ではないため，Ａ住居のミニチュアの製8 

作販売に４６条４号の適用はなく，また，その余の各号の適用もないため，４６条柱9 

書により，当該行為には，著作権の効力が及ばないと主張することができる。 10 

２ Ｂの再反論 11 

以上のとおり，本問では，４６条４号の適用の可否が問題となる。この点，４６条12 

各号の行為につき著作権の効力を及ぼしたのは，同条各号記載の行為が建築の著作物13 

にアクセスする公衆の自由を参酌してもなお，著作権者に与える影響が大きいとの判14 

断からである。そして，屋外に恒常的に設置された美術の著作物を写真撮影して販売15 

する行為（４６条４号の典型）と建築の著作物のミニチュアを販売する行為とで著作16 

権者の受ける不利益に差はなく，本問でも著作権者であるＢの保護を図る必要がある。 17 

そもそも，上記第１－２のとおり，住居は，純粋美術と同視し得る場合に「建築の18 

著作物」として認められるのであり，この意味で「美術の著作物」の性質も有するも19 

のである。 20 

したがって，Ｂは，建築の著作物も「美術の著作物」として，４６条４号の適用が21 

あると主張することができると解する。 22 

以上 23 

・加戸３０８頁以下 

・田村２１１頁以下  
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